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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月2日(2013.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　結論
　これは、本発明の好ましい実施形態の説明を結論付ける。本発明の好ましい実施形態の
説明の前述は、例示および説明の目的のために提示されている。これは、排他的であるこ
と、または、開示した厳格な形態に本発明を限定することを意図していない。上記の教示
を踏まえて、多くの修正および変更が可能である。本発明の範囲は、この詳細な説明によ
ってではなく、むしろ、ここに添付した特許請求の範囲により限定されることを意図して
いる。上記の仕様、例およびデータは、本発明の構成の製造および使用の完全な説明を提
供する。本発明の多くの実施形態は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく実施
できることから、本発明は、これ以下に添付した特許請求の範囲内に属する。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　後の視聴のためにメディア番組をブックマークするための、コンピュータにより実現さ
れる方法において、
　（ａ）１つ以上の維持されているブックマークのリストを維持し、前記１つ以上の維持
されているブックマークのリストは、第１の視聴者による後の視聴のために、対応する１
つ以上のメディア番組を識別するステップと、
　（ｂ）前記１つ以上の維持されているブックマークのリスト中にブックマークとして第
１のメディア番組を記録することを要求する要求入力を前記第１の視聴者から受け取るス
テップと、
　（ｃ）表示のために、前記１つ以上の維持されているブックマークのリストを送信する
ステップと、
　（ｄ）前記リスト中で前記ブックマークを選択する選択入力を前記第１の視聴者から受
け取るステップと、
　（ｅ）前記選択に応答して、前記第１のメディア番組を前記第１の視聴者に表示するこ
とを可能にするステップとを含む方法。
［２］
　推薦されたメディア番組のアドバタイズメントの予告編を送信することをさらに含み、
前記第１のメディア番組をブックマークとして記録することを要求する前記入力は、前記
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推薦されたメディア番組のアドバタイズメントの予告編とともに表示されるインターフェ
ースを介して受け取られる上記［１］記載のコンピュータにより実現される方法。
［３］
　前記推薦されたメディア番組のアドバタイズメントの予告編は、再生しているメディア
番組のアドバタイジングブレイクの間に表示される上記［２］記載のコンピュータにより
実現される方法。
［４］
　前記第１の視聴者から、メディア番組についてのサーチ要求を受け取ることと、
　前記サーチ要求に応答して、前記第１の視聴者に表示されるサーチ結果を送信すること
とをさらに含み、
　前記サーチ結果は、前記第１のメディア番組の識別子を含む上記［１］記載のコンピュ
ータにより実現される方法。
［５］
　前記リストは、メディア番組プレイヤーアプリケーションから、ネットワークを通して
サーバ上で維持される上記［１］記載のコンピュータにより実現される方法。
［６］
　複数のアドバタイジングブレイクを持つソースメディア番組の、第１の視聴者への再生
の間に、代替番組を推薦するための処理ワークフロー方法において、
　（ａ）前記ソースメディア番組を前記第１の視聴者に対して再生しているメディア番組
プレイヤーからコールを受け取るステップと、
　（ｂ）前記第１の視聴者に関する情報を前記メディア番組プレイヤーから受け取るステ
ップと、
　（ｃ）１つ以上の推薦されたメディア番組の候補のリストを計算し、
　　（１）前記１つ以上の推薦されたメディア番組の候補は、前記情報に基づいており、
　　（２）前記リストは、前記１つ以上の推薦されたメディア番組の候補のそれぞれに対
する、推薦されたメディア番組の識別子を含む、
ステップと、
　（ｄ）前記メディア番組プレイヤーに、前記１つ以上の推薦されたメディア番組の候補
のリストを送信し、前記メディア番組プレイヤーは、
　　（１）再生している前記ソースメディア番組においてアドバタイジングブレイクに達
するより前に、１つ以上の推薦されたメディア番組の識別子を含む、アドバタイズメント
についての要求をアドバタイジングサーバに送信し、
　　（２）前記要求に応答して、前記アドバタイジングサーバから前記アドバタイズメン
トを受け取り、
　　（３）前記アドバタイジングブレイクの間に、前記アドバタイズメントを再生するよ
うに構成されている、
ステップとを実行する推薦エンジンを具備する方法。
［７］
　前記推薦サーバは、前記メディア番組プレイヤーから、ネットワークを通して第１のコ
ンピュータ上で実行している上記［６］記載の処理ワークフロー方法。
［８］
　前記推薦エンジンは、
　前記メディア番組プレイヤーを介して、前記メディア番組の予告編のアドバタイズメン
トに関する、前記第１の視聴者からの入力を受け入れるステップと、
　前記第１のユーザへの将来の推薦に使用するために前記入力を記憶させるステップとを
さらに実行する上記［６］記載の処理ワークフロー方法。
［９］
　前記推薦エンジンは、
　前記第１の視聴者に対する前記推薦されたメディア番組の後の視聴のために、前記記憶
された入力を使用してブックマークを追加するステップをさらに実行する上記［８］記載
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の処理ワークフロー方法。
［１０］
　複数のアドバタイジングブレイクを持つ第１のメディア番組の、第１の視聴者への再生
の間に、代替番組を推薦するための方法において、
　（ａ）前記第１のメディア番組が前記第１の視聴者によって再生されているとの指示を
メディアプレイヤーから受け取るステップと、
　（ｂ）前記第１の視聴者にとって潜在的に興味がある第２のメディア番組を識別するス
テップと、
　（ｃ）アドバタイジングブレイクの間に、前記第２のメディア番組を識別するインター
フェースの、前記メディアプレイヤー上での提示を可能にするステップと、
　（ｄ）前記識別された第２のメディア番組への第１の視聴者の興味の指示を受け入れる
ステップと、
　（ｅ）前記識別された第２のメディア番組への前記第１の視聴者の興味の受け入れられ
た指示に応答して、
　　（ｉ）前記第１の視聴者が前記第２のメディア番組に興味があることを、前記第１の
視聴者の興味の受け入れられた指示が示した場合、前記第２のメディア番組への参照を、
後の再生のために第１の視聴者推薦として保存するステップとを含む方法。
［１１］
　前記第１の視聴者が前記第２のメディア番組に興味がないことを、前記第１の視聴者の
興味の受け入れられた指示が示した場合、前記第１の視聴者が前記第２のメディア番組に
興味がない理由を説明している第１の視聴者のフィードバックを受け入れるフィードバッ
クの提示を、前記メディアプレイヤー上で可能にする上記［１０］記載の方法。
［１２］
　前記第２のメディア番組は、前記第１のメディア番組の再生が開始した後に識別される
上記［１０］記載の方法。
［１３］
　前記アドバタイズメントブレイクは、最終アドバタイズメントブレイクである上記［１
０］記載の方法。
［１４］
　前記第２のメディア番組は、
　第１のメディア番組の視聴者の一部が、前記第１のメディア番組および前記第２のメデ
ィア番組の両方を好きであることを証明することを含む、１つ以上の要素に基づいて識別
される上記［１０］記載の方法。
［１５］
　前記インターフェースは、前記要素のうちの少なくとも１つの指示と、前記要素のうち
の少なくとも１つのメトリックとをさらに含む上記［１４］記載の方法。
［１６］
　前記インターフェースは、前記第１の視聴者の現在の視聴率および／または好みに基づ
いて、前記第１の視聴者に対して個人化される上記［１５］記載の方法。
［１７］
　前記インターフェースは、
　前記第２のメディア番組のクリップの再生と、
　前記第２のメディア番組への第１の視聴者の興味を示すための視聴者の興味の入力イン
ターフェースとを含み、
　前記視聴者の興味の入力インターフェースは、前記第２のメディア番組のクリップの再
生と同時に提示されており、前記第２のメディア番組のクリップの再生の中断を可能にす
る上記［１０］記載の方法。
［１８］
　前記第２のメディア番組を識別するインターフェースは、前記アドバタイジングブレイ
クの間に再生されるようにスケジューリングされるアドバイズメントの代わりに使用され
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る上記［１０］記載の方法。
［１９］
　上記［１］ないし［１８］のステップを実行するように構成されているシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　複数のアドバタイジングブレイクを持つソースメディア番組の、第１の視聴者への再生
の間に、代替番組を推薦するための推薦エンジンによって実行される処理ワークフロー方
法において、
　前記方法は、
　（ａ）前記ソースメディア番組を前記第１の視聴者に対して再生しているメディア番組
プレイヤーからコールを受け取るステップと、
　（ｂ）前記第１の視聴者に関する情報を前記メディア番組プレイヤーから受け取るステ
ップと、
　（ｃ）１つ以上の推薦されたメディア番組の候補のリストを計算し、
　　（１）前記１つ以上の推薦されたメディア番組の候補は、前記情報に基づいており、
　　（２）前記リストは、前記１つ以上の推薦されたメディア番組の候補のそれぞれに対
する、推薦されたメディア番組の識別子を含む、
ステップと、
　（ｄ）前記メディア番組プレイヤーに、前記１つ以上の推薦されたメディア番組の候補
のリストを送信し、前記メディア番組プレイヤーは、
　　（１）再生している前記ソースメディア番組においてアドバタイジングブレイクに達
するより前に、１つ以上の推薦されたメディア番組の識別子を含む、アドバタイズメント
についての要求をアドバタイジングサーバに送信し、
　　（２）前記要求に応答して、前記アドバタイジングサーバから前記アドバタイズメン
トを受け取り、
　　（３）前記アドバタイジングブレイクの間に、前記アドバタイズメントを再生するよ
うに構成されている、
ステップとを具備する方法。
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